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森

新
之
介

緒
言

建
永
二
年
（
１
２
０
７
）
二
月
上
旬
、
専
修
念
仏
者
複
数
人
が
斬
首
さ
れ
、
同
月
廿
八
日
、
師
の
法
然
房
源
空
（
長
承
二
年

［
１
１
３
３
］
～
建
暦
二
年
［
１
２
１
２
］
）
に
配
流
の
宣
旨
が
下
っ
た
。
ま
た
同
春
、
専
修
念
仏
者
に
つ
い
て
厳
制
五
箇
条
の

裁
許
官
符
が
施
行
さ
れ
た
。

筆
者
は
十
年
ほ
ど
前
か
ら
、
こ
れ
ら
事
件
に
つ
い
て
拙
著
『
摂
関
院
政
期
思
想
史
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
２
０
１
３
。
以
下
、

「
拙
著
」
と
略
す
）
な
ど
幾
つ
か
の
研
究
成
果
を
公
表
し
て
き
た
。
卑
説
の
要
旨
は
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
一

両
年
間
で
卑
説
に
遺
漏
や
失
当
、
そ
し
て
補
強
す
べ
き
箇
所
の
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
連
の
事
件
に
関
連
す
る
三
つ
の
問
題
に
つ
い
て
補
訂
し
た
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
は
必

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
29



- 92 -

ず
し
も
相
互
に
関
連
し
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
全
体
の
結
語
は
な
い
。

第
一
項

斬
首
配
流
の
直
前
に
訴
え
た
寺
院
は
何
れ
か

親
鸞
は
、
『
教
行
信
証
』
こ
と
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
第
六
末
尾
の
所
謂
後
序
（
成
立
時

期
未
詳
）
で
斯
く
述
べ
た
。

窃
以
、
聖
道
諸
教
行
証
久
廃
、
浄
土
真
宗
証
道
今
盛
。
然
諸
寺
釈
門
昏
二

教
一

兮
、
不
三

知
二

真
仮
門
戸
一、
洛
都
儒
林
迷
二

行
一

兮
、
無
三

弁
二

邪
正
道
路
一
。
斯
以
興
福
寺
学
徙
、
奏
下

達

、
、
、
、
、

、

、

太
上
天
皇一

諱
尊
成

号
後
鳥
羽
院

今
上
諱
為
仁

聖
暦
承
元
丁
卯
歳
仲
春
上
旬
之
候
上
、

主
上
臣
下
背
法
一

違
義
一、
成
二

忿
一

結
怨
一
。
因
茲
一、
真
宗
興
隆
大
祖
源

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

号
土
御
門
院

空
法
師
并
門
徙
数
輩
、
不
三

考
二

罪
科
一、
猥
坐
二

死
罪
一
。
或
改
二

僧
儀
一

賜
二

姓
名
一、
処
二

遠
流
一
。
予
其
一
也
。

（
訓
点
傍
記
「
徙
」
マ
マ
）

興
福
寺
学
徒
が
承
元
丁
卯
歳
す
な
わ
ち
建
永
二
年
の
二
月
上
旬
に
奏
達
し
た
た
め
、
源
空
と
門
徒
数
人
は
罪
に
処
さ
れ
た
、

と
。
こ
れ
を
根
拠
に
通
説
は
、
建
永
二
年
二
月
に
興
福
寺
の
上
奏
が
あ
っ
た
と
し
て
き
た
。

だ
が
通
常
の
漢
文
に
お
い
て
、
年
月
は
文
頭
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
教
行
信
証
』
の
訓
点
に
従
っ
て
訓
ん
だ
、
興
福

寺
学
徒
、
太
上
天
皇
に
今
上
聖
暦
承
元
丁
卯
歳
仲
春
上
旬
の
候
に
奏
達
す
、
と
い
う
文
章
は
、
喜
田
貞
吉
の
言
う
如
く
「
如

何
に
も
不
可
思
議
千
万
の
も
の
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
辻
善
之
助
は
、
「
親
鸞
に
は
、
か
へ
り
点
の
つ

(

１)

建
永
二
年
乃
至
嘉
禄
三
年
の
専
修
念
仏
者
と
朝
廷
、
寺
院

（
森
）
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け
方
が
、
変
な
、
無
理
な
つ
け
方
の
も
の
が
多
い
。
〔
…
〕
何
故
に
か
や
う
な
読
方
に
よ
つ
て
、
事
実
を
間
違
へ
た
か
と
い

ふ
理
由
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
年
代
を
隔
て
た
か
ら
、
記
憶
を
間
違
へ
た
と
も
見
ら
れ
や
う
し
、
何
れ
と
も
解
釈
は
つ
く
で

あ
ら
う
。
ま
た
親
鸞
の
位
置
境
遇
が
、
さ
ほ
ど
重
い
地
位
で
は
な
く
、
多
く
の
弟
子
の
中
で
も
、
つ
ま
ら
ぬ
弟
子
で
あ
つ
た

か
ら
、
一
々
当
時
の
事
実
を
詮
索
す
べ
き
身
分
で
な
か
つ
た
。
興
福
寺
の
奏
達
が
本
に
な
つ
た
の
か
、
山
門
の
訴
か
ら
事
が

起
つ
た
の
か
も
、
そ
ん
な
事
は
詳
し
く
知
る
筈
は
な
い
。
た
ゞ
興
福
寺
の
奏
達
が
、
深
く
頭
に
の
こ
つ
て
居
た
の
で
、
書
い

た
の
で
あ
る
。
ま
た
自
分
で
何
だ
か
よ
く
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
間
に
、
追
放
せ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
当
時
の
事
情
を
よ
く
聞
質

さ
ぬ
間
に
、
地
方
に
赴
い
て
、
そ
れ
な
り
に
間
違
つ
た
事
実
を
記
し
た
も
の
と
も
見
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(

２)

興
福
寺
が
一
両
年
前
の
元
久
二
、
三
年
（
１
２
０
５
、
０
６
）
に
、
専
修
念
仏
の
問
題
で
鬱
訴
し
て
い
た
こ
と
は
『
三
長
記
』

や
「
興
福
寺
奏
状
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
同
寺
の
訴
え
に
よ
っ
て
建
永
二
年
二
月
に
斬
首
配
流
が
行
わ
れ
た

と
す
る
親
鸞
の
主
張
は
信
憑
で
き
な
い
。
後
序
の
記
述
は
恐
ら
く
本
来
、
興
福
寺
の
学
徒
が
上
皇
に
奏
達
し
た
、
そ
し
て
承

元
元
年
二
月
上
旬
に
斬
首
が
行
わ
れ
た
と
訓
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
後
に
親
鸞
本
人
が
誤
っ
た
訓
点
を
施
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
建
永
二
年
二
月
の
斬
首
配
流
の
直
前
に
寺
院
か
ら
の
訴
え
は
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
も
し
あ
っ
た
と
す
れ
ば
何
れ
の

寺
院
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
で
着
目
す
べ
き
は
、
十
年
後
の
建
保
五
年
（
１
２
１
７
）
五
月
日
付
で
山
門

が
上
奏
し
た
「
請
レ

被
下

殊
垂
二

天
察
一
、
禁
二

刑
仏
法
怨
魔
成
覚
空
阿
弥
陀
仏
并
其
余
党
一
、
停
中

止
彼
等
所
レ

立
宗
上

子
細
状
」（
『
鎌

倉
遺
文
』
二
三
一
五
［
『
牒
状
類
聚
』
］
）
で
あ
る
。
こ
の
史
料
そ
の
も
の
は
学
界
周
知
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
が
、
十
年
前
の
斬
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首
配
流
事
件
の
考
察
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

頃
年
以
往
有
二

一
少
子
一
、
名
曰
二

源
空
一
。
〔
…
〕
鎮
二

徒
衆
一

而
成
レ

群
、
誘
二

緇
素
一

而
有
レ

数
。
其
謀
開
二

于
四
明
之
上
一
、

鍾
カ

聞
カ

其
鬱
遍
二

于
諸
寺
之
間
一
。
終
議
二

子
細
一
、
早
達
二

上
聞
一

之
刻
、
紫
泥
云
降
、
丹
地
自
休
、
即
処
二

源
空
於
刑
一
、
加
二

流
類

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、
、
、

、

、
、

於
大
僻
一
。
謗
法
之
科
、
不
レ

待
二

報
於
泉
下
一

矣
、
破
僧
之
罪
、
滅
二

身
於
世
上
一

焉
。

、
、

辟
カ

源
空
は
徒
衆
を
集
め
、
道
俗
を
誘
っ
た
。
そ
の
謀
略
は
叡
山
の
上
に
聞
こ
え
、
鬱
憤
は
諸
寺
の
間
に
遍
か
っ
た
。
子
細
を
議

し
て
上
聞
に
達
し
た
と
こ
ろ
、
源
空
は
罪
科
に
処
さ
れ
党
類
は
死
罪
に
処
さ
れ
た
、
と
。

こ
の
子
細
を
議
し
た
と
は
、
山
門
内
部
で
議
し
た
と
も
山
門
と
諸
寺
が
議
し
た
と
も
解
釈
で
き
る
。
だ
が
、
山
門
と
諸
寺

が
議
し
て
上
奏
す
る
と
い
う
異
例
の
こ
と
が
あ
り
な
が
ら
そ
う
明
記
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
恐
ら
く
、
諸
寺
に
ま
で

遍
満
し
て
い
た
鬱
憤
を
背
景
と
し
て
山
門
が
単
独
で
上
奏
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
上
奏
の
時
に
「
紫
泥
」
す
な
わ
ち
詔
書
が
下
っ
た
と
は
、
山
門
に
よ
る
斬
首
配
流
の
上
奏
が
勅
許
さ
れ
て
そ
れ
ら

が
実
行
さ
れ
た
と
も
、
た
だ
山
門
が
上
奏
し
た
直
後
に
そ
れ
と
は
無
関
係
に
斬
首
配
流
が
実
行
さ
れ
た
と
も
解
釈
で
き
る
。

だ
が
、
斬
首
配
流
が
上
奏
の
勅
許
に
よ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
そ
う
明
記
し
な
か
っ
た
と
も
考
え
難
い
。
恐
ら
く
、
斬
首
配

流
の
直
前
に
偶
然
山
門
が
上
奏
し
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
奏
状
で
、
当
時
源
空
以
外
に
も
配
流
さ
れ
た

専
修
念
仏
者
が
い
た
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

何
れ
に
せ
よ
、
こ
の
建
保
五
年
の
山
門
奏
状
に
よ
っ
て
、
十
年
前
の
建
永
二
年
二
月
の
斬
首
配
流
事
件
の
直
前
に
山
門
が

上
奏
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
建
永
二
年
も
建
保
五
年
も
同
じ
く
後
鳥
羽
院
政
期
で
あ
り
、
建
永
二
年
に
上
奏
し
て
い
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な
か
っ
た
山
門
が
建
保
五
年
に
な
っ
て
十
年
前
の
上
奏
を
虚
説
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
山
門
の
上
奏
が
確
定
し

た
こ
と
で
、
興
福
寺
の
上
奏
に
よ
り
斬
首
配
流
が
行
わ
れ
た
と
し
て
山
門
に
全
く
言
及
し
な
い
親
鸞
の
主
張
が
、
い
よ
い
よ

信
憑
で
き
な
く
な
る
。

第
二
項

『
四
巻
伝
』
所
引
の
建
永
二
年
宣
旨
佚
文

二
年
後
、
斬
首
配
流
か
ら
は
十
二
年
後
の
建
保
七
年
（
１
２
１
９
）
閏
二
月
八
日
付
の
僧
綱
所
宛
官
宣
旨
「
応
下

下
二

知
諸

寺
執
務
人
一

令
上
レ

糺
二

断
専
修
念
仏
輩
一

事
」
（
日
蓮
編
『
念
仏
者
令
追
放
宣
旨
御
教
書
集
列
五
篇
勘
文
状
』
［
以
下
、
『
五
篇
勘
文
状
』

と
略
す
］
）
に
よ
れ
ば
、
去
る
建
永
二
年
春
、
専
修
念
仏
の
行
者
に
つ
い
て
厳
制
五
箇
条
の
裁
許
官
符
が
施
行
さ
れ
た
と
い
う

（
二
二
六
七
頁
）
。
こ
の
官
符
は
伝
存
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
と
明
ら
か
に
関
連
す
る
宣
旨
の
佚
文
が
源
空
諸
伝
に
あ
る
。

平
雅
行
は
、
源
空
諸
伝
所
引
の
建
永
二
年
宣
旨
佚
文
に
つ
い
て
「
若
干
の
文
言
の
相
違
は
あ
り
ま
す
が
、
ほ
ぼ
変
わ
り
ま

せ
ん
」
と
し
て
、
『
九
巻
伝
』
こ
と
『
法
然
上
人
伝
記
』
所
引
の
佚
文
を
用
い
て
い
る
。
だ
が
諸
伝
を
比
較
す
る
と
、
初
出

(

３)

は
嘉
禎
三
年
（
１
２
３
７
）
成
立
の
正
信
房
湛
空
『
四
巻
伝
』
こ
と
『
伝
法
絵
流
通
』
で
あ
り
、
後
出
の
『
九
巻
伝
』
や
舜

昌
『
四
十
八
巻
伝
』
こ
と
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
は
明
ら
か
に
『
四
巻
伝
』
な
ど
の
先
行
伝
記
か
ら
孫
引
き
し
た
だ
け
で

あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
佚
文
は
、
初
出
の
『
四
巻
伝
』
の
文
脈
に
お
い
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
四
巻
伝
』
伝
存
唯
一
の
完
本
で
あ
る
善
導
寺
本
の
巻
第
三
に
は
、
そ
の
佚
文
が
こ
う
あ
る
。

念
仏
の
行
人
の
中
に
宣
下
云
、
「
顕
密
有
宗
焦
二

丹
苻
一

而
歎
息
、
南
北
衆
徒
捧
二

白
疏
一

而
欝
詔
。
誡
可
レ

謂
二

天
魔
遮
障

両
カ

府
カ

訟
カ

誠
カ
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之
結
搆
一
、
寧
只
非
二

仏
法
弘
通
之
怨
讐
一

乎
」
。
遂
源
空
門
弟
等
、
不
思
議
を
示
て
仰
二

咎
於
本
師
一
、
遠
流
処
ら
る
。
凡

負
カ

往
生
極
楽
の
み
ち
ま
ち
〳
〵
な
る
あ
ひ
た
、〔
…
〕
。

（
五
八
頁
）

道

区

々

間

顕
密
両
宗
が
歎
息
し
、
南
北
衆
徒
が
鬱
訴
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
天
魔
遮
障
の
結
構
で
あ
り
、
仏
法
弘
通
の
怨
讐
だ
と
す
る

宣
旨
が
念
仏
者
に
下
さ
れ
、
源
空
は
門
弟
の
咎
に
よ
り
遠
流
さ
れ
た
、
と
。
こ
れ
に
つ
い
て
平
は
、
「
一
般
に
伝
記
史
料
は

史
料
的
価
値
が
下
が
り
ま
す
が
、
法
然
た
ち
を
朝
廷
が
「
天
魔
」
、
悪
魔
と
非
難
し
た
史
料
を
、
お
弟
子
さ
ん
が
偽
造
す
る

と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
す
る
。
平
の
理
解
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
正
し
い
が
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
誤
り
で
あ
る
。

(
４)

拙
著
（
二
八
八
頁
）
で
述
べ
た
如
く
、
「
後
鳥
羽
院
が
「
専
修
念
仏
之
輩
停
止
事
、
重
可
二

宣
下
一

」（
『
明
月
記
』
）
と
命
じ
て

、

い
た
こ
と
、
そ
し
て
宣
旨
が
「
念
仏
の
行
人
の
中
に
宣
下
云
」（
『
四
巻
伝
』
）
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
企
図
す

、
、

る
所
は
専
修
念
仏
そ
の
も
の
の
禁
止
で
な
く
、
専
修
念
仏
者
た
ち
へ
の
制
止
の
み
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
」（
傍
点
マ
マ
）
。

そ
の
た
め
、
こ
の
宣
旨
で
「
天
魔
遮
障
之
結
搆
」
「
仏
法
弘
通
之
怨
讐
」
と
痛
罵
さ
れ
て
い
る
の
は
専
修
念
仏
で
も
源
空
で

も
な
く
、
漠
然
と
し
た
専
修
念
仏
者
た
ち
で
あ
ろ
う
。

今
堀
太
逸
は
『
四
巻
伝
』
に
つ
い
て
、
「
法
然
と
門
人
と
の
間
に
一
線
を
画
し
、
「
法
然
の
念
仏
」
の
み
を
説
明
し
、
法
然

の
門
人
の
念
仏
上
人
た
ち
の
念
仏
勧
進
に
つ
い
て
は
、
そ
の
正
当
性
を
主
張
し
な
い
の
で
あ
る
」
、
「
法
然
の
門
下
と
自
称
す

る
念
仏
上
人
た
ち
が
勧
め
る
法
然
の
念
仏
は
弾
圧
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
法
然
自
身
の
勧
め
る
念
仏
は
、
慈
覚
大
師
の
念
仏

の
伝
統
を
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
な
ん
ら
非
難
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
聖
覚
の
唱
導
を
通
し
て
強
調
し
て
い
る
の
で

あ
る
」
と
す
る
。
も
し
こ
の
宣
旨
が
専
修
念
仏
や
源
空
を
「
天
魔
遮
障
之
結
搆
」
「
仏
法
弘
通
之
怨
讐
」
と
痛
罵
す
る
も
の

(

５)
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で
あ
れ
ば
、
作
者
湛
空
は
『
四
巻
伝
』
に
引
用
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
宣
旨
佚
文
の
分
析
で
『
四
巻
伝
』
の
善
導
寺
本
を
用
い
て
き
た
。
そ
れ
は
、
前
述
の
如
く
同
本

が
同
伝
で
伝
存
唯
一
の
完
本
で
あ
り
、
し
か
も
先
行
研
究
で
零
本
で
あ
る
国
華
本
と
大
同
小
異
だ
と
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ

る
。
し
か
し
、
善
導
寺
本
よ
り
も
古
態
を
留
め
て
い
る
国
華
本
を
用
い
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

(

６)

国
華
本
『
四
巻
伝
』
残
欠
詞
書
第
一
は
斯
く
伝
え
る
。

念
仏
の
行
人
の
中
ニ

宣
下
し
て
云
、
「
顕
蜜
有
宗
焦
二

丹
符
一

而
歎
息
、
南
北
衆
徒
捧
二

自
疏
一

而
鬱
詔
。
誠
可
レ

謂
二

天
魔

密
イ
両
カ

府
カ

白
イ

訟
カ

遮
障
之
結
構
一
、
寧
只
非
二

仏
法
弘
通
之
怨
□
一

乎
」
。
逐
源
空
門
弟
等
、
不
思
議
示
テ

仰
二

咎
於
本
師
一
、
遠
流
被
レ

処
。
凡

、
、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、

、

讐
イ

遂
イ

負
カ

往
生
極
楽
之
道
ま
ち
〳
〵
な
る
間
、
〔
…
〕
。

区

々

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
善
導
寺
本
で
「
遂
源
空
門
弟
等
、
不
思
議
を
示
て
仰
二

咎
於
本
師
一
、
遠
流
処
ら
る
」
（
前
引
）
と
ほ

負
カ

ぼ
和
文
で
あ
る
箇
所
が
、
国
華
本
で
は
「
逐
源
空
門
弟
等
、
不
思
議
示
テ

仰
二

咎
於
本
師
一
、
遠
流
被
レ

処
」
と
漢
文
に
な
っ
て

遂
イ

負
カ

お
り
、
そ
の
直
後
か
ら
ま
た
和
文
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

拙
著
（
第
六
章
後
註
七
六
）
で
述
べ
た
如
く
、
敬
称
「
上
人
」
な
ど
で
な
く
法
諱
「
源
空
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、「
逐遂

イ

源
空
門
弟
等
」
云
々
は
作
者
湛
空
に
よ
る
地
の
文
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
宣
旨
は
本
来
漢
文
日
記
に
引

(

７)

用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
引
用
直
後
に
加
え
ら
れ
て
い
た
記
主
の
所
見
「
逐
源
空
門
弟
等
」
云
々
ま
で
も
湛
空
は

遂
イ

宣
旨
の
一
部
だ
と
誤
認
し
て
『
四
巻
伝
』
に
引
用
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
精
読
す
れ
ば
「
逐
源
空
門
弟
等
」

遂
イ

云
々
が
宣
旨
の
一
部
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
国
華
本
よ
り
も
伝
写
を
経
て
い
る
善
導
寺
本
で
は
和
文
に
改
め
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ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
宣
旨
が
下
さ
れ
た
当
時
、
源
空
の
遠
流
は
門
弟
が
そ
の
咎
を
本
師
に
負
わ
せ
た
も
の
だ
と

す
る
認
識
が
源
空
一
門
の
外
部
に
も
存
在
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

第
三
項

建
永
二
年
乃
至
嘉
禄
三
年
に
専
修
念
仏
は
停
止
さ
れ
た
か

通
説
は
、
建
永
二
年
二
月
に
後
鳥
羽
院
が
専
修
念
仏
を
停
止
し
た
と
し
て
き
た
。
し
か
し
拙
著
（
二
八
九
頁
）
で
紹
介
し

た
よ
う
に
、
上
横
手
雅
敬
は
「
思
う
に
後
鳥
羽
は
一
貫
し
て
念
仏
を
制
止
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
推
測
し
、

(

８)

筆
者
も
拙
著
旧
稿
で
通
説
に
修
正
を
迫
っ
た
。
そ
の
後
、
中
井
真
孝
も
「
改
め
て
関
係
史
料
を
読
み
直
す
と
、
こ
れ
ま
で
専

修
念
仏
停
止
と
み
な
し
て
い
た
歴
史
事
象
の
多
く
は
、
必
ず
し
も
専
修
念
仏
そ
の
も
の
を
停
止
し
た
の
で
は
な
く
、
問
題
と

な
る
行
状
の
専
修
念
仏
者
へ
の
法
的
措
置
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
」
と
述
べ
た
。

(

９)

他
方
、
平
は
持
説
を
墨
守
し
、
建
永
二
年
に
専
修
念
仏
が
停
止
さ
れ
以
後
も
繰
り
返
し
停
止
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
。

だ
が
、
そ
の
論
証
に
は
非
常
な
問
題
が
あ
る
。

建
永
二
年
か
ら
十
二
年
後
の
建
保
七
年
閏
二
月
四
日
付
の
嵯
峨
清
涼
寺
別
当
良
暁
宛
後
鳥
羽
院
院
宣
（
『
五
篇
勘
文
状
』
）

に
「
「
近
曽
破
戒
不
善
輩
、
不
レ

拘
二

厳
禁
一
、
猶
企
二

専
修
念
仏
一

」
之
由
、
有
二

其
聞
一

」（
二
二
六
六
頁
）
と
あ
り
、
四
日
後
の

、
、
、
、
、

八
日
付
僧
綱
所
宛
官
宣
旨
「
応
下

下
二

知
諸
寺
執
務
人
一

令
上
レ

糺
二

断
専
修
念
仏
輩
一

事
」（
前
掲
）
に
も
「
専
修
念
仏
之
行
者
、

諸
宗
衰
微
之
基
也
。〔
…
〕
但
莫
レ

令
三

道
心
修
行
人
、
以
濫
二

仏
法
違
越
之
者
一

」（
二
二
六
七
～
八
頁
）
と
あ
る
。
両
者
で
厳
禁

、
、
、
、
、
、
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さ
れ
て
い
た
の
は
「
破
戒
不
善
輩
」
「
仏
法
違
越
之
者
」
に
よ
る
専
修
念
仏
で
あ
っ
て
、
「
道
心
修
行
人
」
に
よ
る
そ
れ
は
除

外
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
平
は
、
前
者
か
ら
「
不
レ

拘
二

厳
禁
一
、
猶
企
二

専
修
念
仏
一

」
と
い
う
箇
所
だ
け
を
引
用
し
て
、「
「
専

（

）
10

修
念
仏
」
が
す
で
に
「
厳
禁
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
」
と
主
張
す
る
。

（

）
11

ま
た
旧
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
嘉
禄
三
年
（
１
２
２
７
）
七
月
十
七
日
付
宣
旨
に
は
次
の
如
く
あ
る
。

（

）
12

念
仏
行
業
者
衆
僧
所
レ

修
也
。
而
頃
年
以
来
、
内
不
レ

守
二

三
宝
之
戒
行
一
、
外
不
レ

顧
二

数
般
之
制
符
一
、
建
二

専
修
之
一
字
一
、

、

、

、
、
、
、
、

、

、
、
、
、

学
歟

破
二

自
余
之
諸
教
一
。
或
卜
二

京
洛
一

率
二

無
懺
之
徒
一
、
或
交
二

山
林
一

招
二

不
法
之
侶
一
。
以
レ

之
為
下

耽
二

女
色
一

之
縁
上
、
以
レ

之
為
下

黷
二

仏
道
一

之
基
上。
濫
吹
之
甚
、
職
而
斯
由
。

（
『
民
経
記
』
同
月
廿
五
日
条
、
傍
記
マ
マ
）

念
仏
の
行
業
は
衆
僧
の
修
め
る
所
だ
。
し
か
し
近
年
、
内
に
三
宝
の
戒
行
を
守
ら
ず
、
外
に
数
般
の
制
符
を
顧
み
ず
、
専
修

を
名
目
と
し
て
破
法
黷
道
す
る
者
た
ち
が
い
る
、
と
。
な
お
、
「
専
修
之
一
字
」
の
「
字
」
は
恐
ら
く
学
で
な
く
宗
の
誤
写

学
歟

で
あ
ろ
う
。
「
専
修
」
の
字
数
が
二
で
あ
っ
て
「
一
」
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
二
が
「
一
」
に
誤
写
さ
れ
た
と

も
考
え
難
い
。

何
れ
に
せ
よ
こ
の
宣
旨
か
ら
知
ら
れ
る
の
は
、
専
修
を
名
目
と
し
た
破
法
黷
道
へ
の
禁
制
が
嘉
禄
三
年
ま
で
に
幾
度
か
下

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
ま
で
で
あ
り
、
専
修
念
仏
そ
の
も
の
が
停
止
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
な
い
。
し
か
し
平
は
、

「
不
レ

顧
二

数
般
之
制
符
一
、
建
二

専
修
之
一
字
一

」
と
い
う
箇
所
だ
け
を
引
用
す
る
な
ど
し
て
、
嘉
禄
三
年
ま
で
に
専
修
念
仏
そ

学
歟

の
も
の
が
繰
り
返
し
停
止
さ
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
。

（

）
13

平
の
論
証
な
る
も
の
は
概
ね
こ
れ
ら
の
よ
う
な
類
で
あ
る
。
た
だ
し
、
拙
著
旧
稿
で
は
十
分
に
反
証
で
き
て
い
な
か
っ
た



- 100 -

建
永
二
年
乃
至
嘉
禄
三
年
の
専
修
念
仏
者
と
朝
廷
、
寺
院

（
森
）

史
料
も
あ
る
た
め
補
説
し
た
い
。

平
は
嘉
禄
三
年
六
月
廿
九
日
付
宣
旨
（
『
停
止
一
向
専
修
記
』
。
年
は
『
五
篇
勘
文
状
』
に
よ
る
）
に
「
専
修
念
仏
事
、
停
廃

宣
下
重
畳
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
「
専
修
念
仏
の
禁
止
が
頻
繁
に
命
じ
ら
れ
て
き
た
」
こ
と
を
示
す
と
主
張
す
る
。
こ
の
宣
旨

（

）
14

の
全
文
（
除
く
追
言
上
）
を
引
用
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

専
修
念
仏
事
。
停
廃

宣
下
重
畳
之
上
、
偷
尚
興
行
之
条
、
更
非
三

公
家
之
所
二

知
食
一
、
偏
・
二

有
司
之
怠
慢
一
。
早
任
二

、
、
、
、
、

為
イ

先
符
、
可
レ

被
二

禁
遏
一
。
其
上
於
二

衆
徒
之
蜂
起
一

者
、
宜
下

令
レ

加
二

制
止
一

給
上

者
。
依
二

天
気
一

言
上
如
レ

件
。
信
盛
頓

首
恐
惶
謹
言
。

六
月
廿
九
日

左
衛
門
権
佐
信
盛
奉

進
上
天
台
座
主
大
僧
正
御
房
政
所

冒
頭
の
「
専
修
念
仏
事
」
五
字
は
恐
ら
く
宣
旨
の
本
文
で
な
く
事
書
で
あ
り
、
そ
の
直
後
に
あ
る
べ
き
改
行
が
伝
写
過
程
で

省
略
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
事
書
が
改
行
な
く
本
文
と
連
続
し
て
い
る
文
書
は
、『
停
止
一
向
専
修
記
』
と
『
五

篇
勘
文
状
』
に
散
見
さ
れ
る
。
平
も
、
『
五
篇
勘
文
状
』
所
収
の
太
政
官
符
や
官
宣
旨
に
本
来
あ
る
べ
き
改
行
が
な
い
こ
と

な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

（

）
15

宣
旨
本
文
が
唐
突
に
「
停
廃

宣
下
重
畳
之
上
」
か
ら
始
ま
り
「
偷
尚
興
行
」
の
主
語
と
目
的
語
が
な
く
、
や
や
言
葉
足

ら
ず
で
あ
る
こ
と
は
、
急
い
で
起
草
さ
れ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
は
数
日
前
に
山
門
が
源
空
遺
跡
の
大
谷
廟
堂
を

破
却
し
、
近
日
中
に
山
門
衆
徒
が
蜂
起
す
る
と
い
う
風
聞
も
あ
っ
て
緊
迫
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
嘉
禄
三
年
ま
で
に
繰
り
返

（

）
16
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さ
れ
た
「
停
廃

宣
下
」
と
は
、
専
修
念
仏
そ
の
も
の
の
停
廃
の
宣
下
で
な
く
、
破
戒
不
善
の
輩
や
仏
法
違
越
の
者
に
よ
る

専
修
念
仏
興
行
の
停
廃
の
宣
下
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

ま
た
平
説
に
よ
れ
ば
、
建
永
二
年
に
源
空
の
浄
土
宗
が
停
止
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
五
年
後
の
建
保
五
年
（
１
２
１
７
）
、

（

）
17

山
門
は
奏
状
（
前
掲
）
で
「
頃
年
以
往
有
二

一
少
子
一、
名
曰
二

源
空
一
。〔
…
〕
建
二

一
宗
一

而
称
二

専
修
一

」
「
早
被
三

〔
…
〕
停
二

止

所
レ

立
之
宗
一

」
云
々
と
し
、
源
空
の
立
て
た
専
修
宗
を
停
止
す
べ
き
だ
と
請
う
て
い
る
。
専
修
宗
の
停
止
が
請
わ
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
専
修
宗
が
未
だ
停
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
源
空
の
立
て
た
宗

が
建
永
二
年
に
停
止
さ
れ
た
と
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
。

註
本
稿
で
用
い
た
史
料
の
書
誌
は
次
の
如
し
。
引
用
で
は
適
宜
字
体
と
句
読
を
改
め
、
訓
点
や
傍
点
、
傍
記
、
括
弧
、
頁
数
を
付
し
、
改
行

を
省
い
た
。

『
教
行
信
証
』
…
増
補
親
鸞
聖
人
真
跡
集
成
（
法
蔵
館
）
。
『
鎌
倉
遺
文
』
…
東
京
堂
出
版
。
『
明
月
記
』
…
国
書
刊
行
会
。
『
五
篇
勘
文
状
』

…
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
（
総
本
山
身
延
久
遠
寺
）
。
善
導
寺
本
『
四
巻
伝
』
…
法
然
上
人
絵
伝
集
成
（
浄
土
宗
）
。
国
華
本
同
伝
…
梅

津
次
郎
「
新
出
の
法
然
上
人
伝
法
絵
に
つ
い
て
」（
［
初
出
１
９
５
０
］
、『
絵
巻
物
叢
考
』
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
１
９
６
８
）
。『
民
経
記
』

…
大
日
本
古
記
録
（
岩
波
書
店
）
。
『
停
止
一
向
専
修
記
』
…
伊
藤
真
徹
「
停
止
一
向
専
修
記
の
研
究
」
（
仏
教
大
学
編
『
法
然
上
人
研
究

―
七
百
五
十
年
大
遠
忌
記
念

―
』
、
平
楽
寺
書
店
、
１
９
６
１
）
。

（

）
喜
田
貞
吉
「
教
行
信
証
に
関
す
る
疑
問
に
就
い
て
（
第
一
回
）

―
「
親
鸞
聖
人
筆
跡
の
研
究
」
に
関
連
し
て

―
」
、
『
歴
史
地

1
理
』
四
〇
‐
二
、
１
９
２
２
、
三
九
頁
。
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建
永
二
年
乃
至
嘉
禄
三
年
の
専
修
念
仏
者
と
朝
廷
、
寺
院

（
森
）

（

）
辻
善
之
助
「
教
行
信
証
後
序
問
題
其
一
」
（
第
四
章
、
初
出
１
９
２
２
）
、
『
日
本
仏
教
史
之
研
究
』
続
篇
、
金
港
堂
、
１
９
３
１
、
五
七

2
～
九
頁
。
な
お
、
こ
の
文
の
半
分
ほ
ど
は
拙
著
（
二
八
七
頁
）
で
も
引
用
し
た
。

（

）
平
雅
行
「
建
永
の
法
難
の
史
料
学
」
（
第
二
部
付
論
、
初
出
２
０
１
０
）
、
『
鎌
倉
仏
教
と
専
修
念
仏
』
、
法
蔵
館
、
２
０
１
７
、
二

3
六
四
頁
。
な
お
、
平
は
「
法
然
教
団
と
専
修
念
仏
の
弾
圧
」
（
［
第
二
部
第
十
二
章
、
初
出
２
０
１
５
］
、
同
書
、
四
〇
五
頁
）
で
も
や

は
り
『
九
巻
伝
』
を
用
い
て
い
る
。

（

）
平
雅
行
「
建
永
の
法
難
の
史
料
学
」
（
前
掲
）
、
二
六
四
頁
。
な
お
、
筆
者
が
拙
著
（
第
六
章
後
註
七
五
）
で
平
の
判
断
に
つ
い
て

4
「
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
の
み
述
べ
た
こ
と
は
軽
率
で
あ
っ
た
。

（

）
今
堀
太
逸
「
法
然
上
人
『
伝
法
絵
流
通
』
と
関
東

―
仏
法
王
法
の
興
隆
と
法
然
の
念
仏

―
」
（
第
三
部
第
四
章
、
初
出
１
９
９

5
５
）
、
『
本
地
垂
迹
信
仰
と
念
仏

―
日
本
庶
民
仏
教
史
の
研
究

―
』
、
法
蔵
館
、
１
９
９
９
、
二
一
一
、
二
二
二
頁
。

（

）
国
華
本
と
善
導
寺
本
に
つ
い
て
は
、
梅
津
次
郎
「
新
出
の
法
然
上
人
伝
法
絵
に
つ
い
て
」
（
［
初
出
１
９
５
０
］
、
『
絵
巻
物
叢
考
』
、

6
中
央
公
論
美
術
出
版
、
１
９
６
８
）
や
中
井
真
孝
「
『
伝
法
絵
』
の
善
導
寺
本
と
国
華
本
」（
［
第
二
部
第
一
章
、
初
出
２
０
０
６
］
、『
法

然
上
人
絵
伝
の
研
究
』
、
思
文
閣
出
版
、
２
０
１
３
）
参
照
。
中
井
は
、
国
華
本
は
「
原
初
的
な
姿
を
残
し
て
い
る
」
と
し
、
善
導
寺

本
四
巻
の
原
上
巻
で
あ
る
前
二
巻
は
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
も
の
」
の
転
写
本
で
、
原
下
巻
で
あ
る
後
二
巻
は
「
そ
の
簡
易
版
た
る

永
仁
二
年
（
１
２
９
４
）
の
寛
恵
書
写
本
」
の
転
写
本
だ
ろ
う
と
推
論
す
る
（
八
二
～
三
頁
）
。

（

）
中
井
真
孝
は
「
「
源
空
」
以
下
も
宣
旨
の
一
部
な
い
し
要
約
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
（
「
法
然
上
人
流
罪
考
」
［
第
二
章
、
初
出
２
０

7
１
６
］
、
『
続
法
然
伝
と
浄
土
宗
史
の
研
究
』
、
永
田
文
昌
堂
、
２
０
１
９
、
三
四
頁
）
が
、
明
ら
か
に
「
宣
旨
の
一
部
」
で
な
い
。

（

）
上
横
手
雅
敬
「
「
建
永
の
法
難
」
に
つ
い
て
」
、
同
編
『
鎌
倉
時
代
の
権
力
と
制
度
』
、
思
文
閣
出
版
、
２
０
０
８
、
二
五
九
頁
。

8
（

）
中
井
真
孝
「
専
修
念
仏
者
禁
制
に
つ
い
て
」（
第
三
章
、
初
出
２
０
１
５
）
、『
続
法
然
伝
と
浄
土
宗
史
の
研
究
』（
前
掲
）
、
四
五
頁
。

9
（

）
拙
著
で
も
「
こ
の
宣
旨
は
事
書
き
か
ら
も
明
ら
か
な
如
く
、
諸
寺
執
務
人
に
専
修
念
仏
者
を
糺
断
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

10
専
修
念
仏
の
類
が
憲
章
を
恐
れ
ず
仏
勅
を
憚
か
ら
な
い
こ
と
を
制
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
専
修
念
仏
の
禁
止
な
ど
は
全
く
述
べ

ら
れ
て
い
な
い
。
〔
…
〕
も
し
専
修
念
仏
そ
の
も
の
を
仏
法
違
越
の
思
想
で
諸
悪
の
根
源
だ
と
意
義
付
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
道
心
修
行
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論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
29

の
専
修
念
仏
者
の
存
在
を
認
め
こ
れ
を
対
象
外
と
す
る
よ
う
な
規
定
は
有
り
得
な
い
」
と
述
べ
た
（
二
八
八
～
九
頁
）
。

（

）
平
雅
行
「
法
然
教
団
と
専
修
念
仏
の
弾
圧
」
（
第
二
部
第
十
二
章
、
初
出
２
０
１
５
）
、
『
鎌
倉
仏
教
と
専
修
念
仏
』
（
前
掲
）
、
四
〇

11
三
頁
。

（

）
拙
稿
「
拙
著
『
摂
関
院
政
期
思
想
史
研
究
』
決
疑
十
二
箇
条

―
平
雅
行
「
破
綻
論
」
に
答
う

―
」
、
『
論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と

12
思
想
』
二
二
、
２
０
１
３
、
三
四
八
～
九
頁
。

（

）
平
雅
行
「
専
修
念
仏
の
弾
圧
原
因
を
め
ぐ
っ
て
」
（
第
二
部
第
十
一
章
、
初
出
２
０
１
３
）
、
『
鎌
倉
仏
教
と
専
修
念
仏
』
（
前
掲
）
、

13
三
四
三
～
四
頁
。

（

）
平
雅
行
「
法
然
教
団
と
専
修
念
仏
の
弾
圧
」
（
前
掲
）
、
四
〇
三
～
四
頁
。

14
（

）
平
雅
行
「
建
永
の
法
難
の
史
料
学
」
（
前
掲
）
、
二
六
七
頁
。

15
（

）
当
時
の
情
勢
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
拙
著
『
摂
関
院
政
期
思
想
史
研
究
』
翼
増
三
章

―
再
び
平
雅
行
「
破
綻
論
」
な
ど
に
答
う

16

―
」
（
『
論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
』
二
三
、
２
０
１
４
）
第
一
章
第
三
節
「
嘉
禄
三
年
の
配
流
追
却
事
件
」
参
照
。
な
お
、
筆

者
が
同
稿
で
同
宣
旨
の
「
専
修
念
仏
事
」
を
本
文
と
連
続
さ
せ
、
「
専
修
念
仏
に
つ
い
て
は
、
興
行
の
停
廃
が
繰
り
返
し
宣
下
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
で
も
跡
を
絶
た
ず
に
い
る
」
云
々
（
四
二
三
頁
）
と
訳
し
た
こ
と
は
誤
り
で
あ
っ
た
。

（

）
平
雅
行
「
専
修
念
仏
の
弾
圧
原
因
を
め
ぐ
っ
て
」
（
前
掲
、
三
四
四
頁
）
な
ど
参
照
。

17
付
記

本
稿
は
、
令
和
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


